
人生の最終段階にあり心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者への救急隊の活動について

□人生の最終段階にあり心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者への救急隊の標準的活動ガイドライン
（以下、北河内版ガイドライン）

□人生会議（ACP）に基づく心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者に対する救急隊の活動要領
（以下、大阪府版活動要領）

R5年11月北河内地域救急メディカルコントロール協議会で試行運用の承認

R7年3月大阪府救急医療対策審議会救急業務高度化推進に関する部会で策定

※塗りつぶし地域：
北河内版ガイドライン

※白色地域：
大阪府版活動要領

構成消防本部
・枚方寝屋川消防組合
・守口市門真市消防組合
・大東四條畷消防本部
・交野市消防本部

資料１０－1

※「人生会議（ACP）に基づく心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者に対する救急隊の活動要領
における各関係市の試行運用開始に伴う書面表決について」

R７年５月北河内地域救急メディカルコントロール協議会から通知文が発出

【活動要領のイメージ】



北河内地域の試行運用における活動実績報告
⑴人生の最終段階にあり心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者への救急隊の標準的活動ガイドライン（北河内版ガイドライン）実績

① 1件搬送
• 口頭のみの意思表示で書面の提示がなかった⇒1件（施設1件：サ高住）

期間：令和6年7月1日～令和7年９月３０日（枚方寝屋川消防:12件）、 令和７年４月1日～令和7年９月３０日（守口市門真市消防：0件）

全体 自宅 高齢者施設

件数 1２件（昼５件 夜７件） 2件（昼1件 夜1件） １０件（昼４件 夜６件）

結果 搬送６件 不搬送６件（訪看への連絡２件） 搬送1件 不搬送1件（訪看への連絡１件） 搬送５件 不搬送５件（訪看への連絡１件）

滞在平均時間 ４５.２分 (搬送2４.３分 不搬送6６.０分：医師引継ぎ６３．２分 親族引継ぎ８０．０分） 39分（搬送12分 不搬送66分） ４６.４分（搬送２６.8分 不搬送6６分）

①

②

③

④

⑤

② １件搬送
• 窒息による外因性心肺停止を疑う状況だったため⇒１件（施設１件：住宅型有料）

③ 1件搬送
• 家族等が救急搬送を希望⇒1件（施設1件：特養）
※ 基本的な事項に、家族が救急搬送を希望する場合は、フローチャートの進行段階
にかかわらず、心肺蘇生等を継続し医療機関へ搬送すると記載あり

④ 2件搬送
• 訪看を経由して連絡した２件のうち、医師に連絡がつかなかった⇒０件

※ 医師に連絡がついた２件は全て不搬送
• 訪看を経由せず、医師へ直接連絡した７件のうち、医師に連絡がつかなかった⇒2件
（自宅1件、施設1件：住宅型有料）

⑤ 1件搬送
• 医師が傷病者本人の意思決定に際し想定された症状と現在の症状が一致していると
判断できなかった⇒1件（施設1件：GH）

１２件
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７件

⑥ ⑥ ６件不搬送
• 医師へ引継ぎ⇒５件（自宅１件、施設４件：住宅型有料１件、介護付き有料１件、GH２件）
• 親族へ引継ぎ⇒１件（施設１件： 特養１件）

不搬送６件
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１件
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⑵人生会議（ACP）に基づく心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者に対する救急隊の活動要領（大阪府版活動要領） 実績
期間：令和７年7月1日～令和7年９月３０日（大東四條畷消防 交野市消防）

件数：０件

【意思提示から医師の中止指示を得るまでの平均時間】

•訪看経由での医師連絡：1１.０分（最小１０分 最大１２分）
•医師直接連絡：８.８分（最小２分 最大１７分）


